
   

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン 東京都港区芝 2-20-12友愛会館 13 階 〒105-0014 

 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCCU NEWS 
中国・四国総支部のみなさんへ 

 

中国・四国総支部 第 87号 
２０２4年３月７日発行 

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン 

発行人 中国・四国総支部 磯部 徹 

編集人     同上 

連絡先 ℡ ：082-568-6789 

    Fax：082-567-6790 

 

 

 

 

ケアマネジャー（主任含む）の法定研修において、 

教育訓練給付制度（40%給付〈一部 20%給付〉）を 

活用できる研修が拡大します！ 

 

◆教育訓練給付制度を活用できる研修 
（斜め字の研修が、新たに 2024年 4月から活用可能になりました） 

広島 実務者、更新Ⅰ、更新（未経験）、再研修、主任ケアマネ（取得・更新） 

岡山 更新Ⅰ+Ⅱ、主任ケアマネ（取得・更新） 

山口 
実務者、更新Ⅰ+Ⅱ、更新Ⅱ、更新（未経験）、再研修、 

主任ケアマネ（取得・更新） 

島根 実務者、主任ケアマネ（取得・更新） 

鳥取 
実務者、更新Ⅰ+Ⅱ、更新Ⅱ、更新（未経験）、再研修、 

主任ケアマネ（取得・更新） 

香川 更新Ⅰ+Ⅱ、更新Ⅱ 

愛媛 実務者、更新（未経験）、再研修、主任ケアマネ（取得・更新） 

徳島 実務者、更新Ⅱ、更新（未経験）、再研修、主任ケアマネ（取得・更新） 

高知 実務者、更新Ⅰ+Ⅱ、更新（未経験）、再研修 

 

各県の知事宛に要請した結果、2024 年 4月から対象拡大！ 

制度を活用できれば、研修費用の 40%が給付されるよ！ 

（広島県の「更新Ⅰ」のみの研修は 20%） 

手続きや案内は、研修の主催団体から受講対象者に 

送られてくる、研修の案内等をご覧ください。 

制度の 
概要は、 
2枚目を 
読んでね！ 
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ケアマネジャーの法定研修については、多くの組合員から、受講時間や費用の負担が大きいな
どの声が上がっていたことから、中国・四国総支部では、支部ごとに、各県知事宛に、「研修費用

の見直し」や「教育訓練給付制度の活用」を要請。 
 その結果、2024年 4月から、ケアマネジャーの法定研修において「教育訓練給付制度（※）」

を活用できる研修が大幅に拡大され、負担軽減への道が一歩前進しました。 
このことにより、費用負担の軽減に一定程度繋がりましたが、他の都道府県では、研修費用の

全額補助をスタートさせている自治体もあることから、引き続き、上部団体の UAゼンセンや関
係議員と連携し、ケアマネジャーの負担軽減に繋がる取り組みを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCCU中国・四国総支部行き ／ ＦＡＸ０８２－５６７－６７９０ 

NCCUニュース 中国・四国総支部のみなさんへ ～第 87 号～ 

★みなさんの意見をお聞かせください。 

事業所名： 職種： 
氏名： 

 ※匿名でも結構です。 

 

 

 

※上記意見欄の個人情報は組合の活動にのみ利用することとします。TEL：082-568-6789 

 

※「教育訓練給付制度」とは・・・ 

雇用保険の給付制度の１つで、労働者の主体的なスキルアップを支援 

するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に 

対し、その費用の一部が支給される制度です。対象となる教育訓練は、 

そのレベルなどに応じて３種類あり、それぞれ給付率が異なります。 

ケアマネジャーの法定研修は、概ね「特定一般教育訓練（40%給付）」。 

なお、教育訓練給付を受けるには、主に以下のような幾つかの条件があります。 

①雇用保険に加入している。 

②初めて給付を受ける方は、雇用保険の加入期間が 1年以上。 

   給付を受けたことがある方は、前回の給付から雇用保険の加入期間が 3年以上 など 

 また、主な留意事項としては、 

ⅰ）給付は、あくまで受講者の負担分に対して、算定・給付されるため、会社が研修費用

を負担している場合は、会社負担部分は対象となりません。 

ⅱ）給付制度は複数回活用することができますが、その場合は、前回の給付支給日から次

回の受講開始日までに 3年以上の経過が必要などの要件があるため、主任ケアマネジャ

ーの取得の研修で活用したい場合は、先に、ケアマネジャーの更新研修で活用してしま

うと、活用できない可能性がありますので、タイミング等、慎重な判断が必要です。 

また、仮に、ケアマネジャーの研修のほかにも、教育訓練給付の対象となる資格の取

得を検討している場合は、どの研修・資格取得で制度を活用するか、研修の費用や給付

率を踏まえた慎重な判断が必要です（例えば、社会福祉士の場合は、70%の給付）。 

詳しくはコチラ 

総支部ニュースの組合員意見欄に記載された個人情報の取扱いについて(簡易型) 

私は総支部ニュースの組合員意見欄に記載した個人情報の取り扱いについて、『NCCU の個人情報保護方針・個人情報の取扱い

(NCCUホームページに記載)』に同意します。 

 


